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令和８年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁 現行（令和７年度） 改定（令和８年度） コメント

1節 直接工事費 １０．端数処理の取扱い 記載場所の変更
補足資料－１ 四捨五入等の端数処理は、端数処理対象となる桁で処理するものとし、端数処理対象となる桁以降について

直接工事費 は、考慮しないものとする。
P2-1-(24)

例）小数１位切り上げの場合、小数１位の桁が１以上の場合は切り上げし、０の場合には切り捨てるものと
する。

2節 間接工事費 ３－１－２ 現場管理費率の補正 ３－１－２ 現場管理費率の補正 記載内容の修正
P2-2-8 １）施工時期、工事期間等による補正 １）施工時期、工事期間等による補正

施工時期、工事期間等を考慮して、「表－③ 現場管理費率」により求めた率を２％の範囲内で適切に補正 施工時期、工事期間等を考慮して、「表－③ 現場管理費率」により求めた率を２％の範囲内で適切に補正
（加算）することができる。ただし、重複する場合は、最高２％とする。 （加算）することができる。ただし、重複する場合は、最高２％とする。

(1) 積雪寒冷地で施工時期が冬期となる場合 (1) 積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合
① 積雪寒冷地域の範囲…人事院規則に規定される寒冷地手当を支給する地域とする。 ① 積雪寒冷地域の範囲…国家公務員の寒冷地手当に関する法律に規定される寒冷地手当を支給する地域と
② 積雪寒冷地域の施工期間を次のとおりとする。 する。

② 積雪寒冷地域の施工期間を次のとおりとする。

3節 一般管理費 表－④ 一般管理費等率 表－④ 一般管理費等率 率式の見直し
等
P2-3-1

工事原価 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの 工事原価 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの

算定式により算出された率とす 算定式により算出された率とす
適用 下記の率とする る｡ただし､定数値は下記による 下記の率とする 適用 下記の率とする る｡ただし､定数値は下記による 下記の率とする

区分等 区分等
ａ ｂ ａ ｂ

一般管理費等率 23.57 ％ －4.97802 56.92101 9.74 ％ 一般管理費等率 25.13 ％ －5.21826 60.08343 10.63 ％

一般管理費等率の算定式 一般管理費等率の算定式

ＧＰ ＝ ａ・log(ＣＰ) ＋ ｂ （小数３位四捨五入） ＧＰ ＝ ａ・log(ＣＰ) ＋ ｂ （小数３位四捨五入）
ただし、 ただし、

ＧＰ : 一般管理費等率（％） ＧＰ : 一般管理費等率（％）
ＣＰ : 工事原価（円） ＣＰ : 工事原価（円）

１－１－１増加費用等の適用および範囲 １－１－１増加費用等の適用および範囲 記載の削除
4節 その他 １） 増加費用等の適用 １） 増加費用等の適用
P2-4-1 増加費用等の適用は、工期延長等に伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。 増加費用等の適用は、工期延長等に伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。

なお、一時中止期間が3箇月を超える場合は適用しないものとする。
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